
 
防衛装備庁公示第３号 
平成２７年１０月１日 

一部改正：防衛装備庁公示第３０６号 
  令和６年２月５日 

 
防衛装備庁が行う随意契約への新規参入の申し込みについて 

 
支出負担行為担当官 
防衛装備庁長官 深澤 雅貴 

 
別添の対象契約一覧表に掲げる契約は、次のアからキのいずれかの要件に該当するため、事後の契約を締結する場合には、当該要件を満たす

契約企業との随意契約によって契約することを予定しているものです。それぞれの契約について必要となる要件を満たし、同契約への新規参入
を希望される企業等がありましたら、入札及び契約心得（防衛装備庁公示第１号。２７．１０．１）第２．２項の規定に従って、申し込みに必
要な書類を提出先までご提出ください。 

 
 
ア 航空機製造事業法（昭和２７年法律第２３７号）第２条の２又は武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業

大臣の許可を現に受け、又は当該許可を受けるための申請中である者が業態調査の結果、一者に限られると類推される航空機若しくは航空

機用機器又は武器に係る調達 

 

イ 契約の履行のために不可欠なライセンスを現に認められ、又は履行期限までにこれを認められる見込みのある日本企業が業態調査の結

果、一者に限られると類推されるもののうち、当該ライセンスの実施権の取得に外国政府の許可を要しないもの 

 

ウ 契約の履行のために不可欠な日本国内における正当な輸入販売代理権を現に有し、又は履行期限までに当該権利を有する見込みのある者

が業態調査の結果、一者に限られると類推される防衛装備品に係る一般輸入調達 

 

エ 企業が試作請負業務（研究委託を除き、自隊研究を含む。）を通じて防衛省と共同して開発した防衛装備品の量産契約であって、当該防

衛装備品の製造に当たって必要となる技術又は設備等を有する企業が業態調査の結果、一者に限られると類推されるもの（当該試作請負業

務において、下請負企業がその試作請負契約の相手方に納入した、当該防衛装備品を成す特定の機器も含む。） 

 

オ 複数の構成品が一体となって機能を発揮する防衛装備品の製造請負業務を数回に分割して発注せざるを得ない場合（当該防衛装備品を調

達する事業について構想し若しくは計画し又は予算を要求する過程において、一体の事業であることが明確であったものを分割したことが

明らかなものに限るものとし、当該事業と同時期に発注する構成品及び部品に係る契約並びに当該事業の過程において派生的に追加発注さ

れる契約を除く。）で、当該防衛装備品全体の設計及び製造の全過程を通じて同一の企業の管理下においてシステム・インテグレーション

が行われなければ製造の目的達成に著しい支障が生じるおそれがあるもの 

 

 

 

 



カ 試作請負業務（研究委託を除き、自隊研究を含む。）に付随して実施が必要となる調達のうち、試作品の機能・性能の確認に係る部品及

び支援・役務の調達であって、当該契約を履行できる者が業態調査の結果、一者に限られると類推される場合 

 

 

キ 過去２カ年度にわたって一者応募・応札となっている調達のうち、契約履行に必要な製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検

査要領等の企業所有資料）や知的財産権等を利用する権限を有する者又は設備等を有する者が業態調査の結果、一者に限られると類推され

るもの 

 
 

添付書類：対象契約一覧表 
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掲載
番号

該当する契約
随意契約に

よる理由
一覧表への

掲載日
新規参入の申し込みに必要となる要件

提出先
(問合わせ先）

１ ロケットモータ，１形の製造に係る契約 ア 27.10.1

ロケットモータ，１形の製造に必要となる航空機製造事業法
（昭和２７年法律第２３７号）第２条の２に規定する経済産業
大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあること
が証明できること。

２ ロケットモータ，３形の製造に係る契約 ア 27.10.1

ロケットモータ，３形の製造に必要となる航空機製造事業法
（昭和２７年法律第２３７号）第２条の２に規定する経済産業
大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあること
が証明できること。

３
えい航標的用ロケットモータの製造に係る
契約

ア 27.10.1

えい航標的用ロケットモータの製造に必要となる航空機製
造事業法（昭和２７年法律第２３７号）第２条の２に規定する
経済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みが
あることが証明できること。

４ ２０ｍｍ機関砲用普通弾の製造に係る契約 ア 27.10.1

２０ｍｍ機関砲用普通弾の製造に必要となる武器等製造法
（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証
明できること。

５
２０ｍｍ機関砲用りゅう弾薬包（バルカン）の
製造に係る契約

ア 27.10.1

２０ｍｍ機関砲用りゅう弾薬包（バルカン）の製造に必要とな
る武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定す
る経済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込み
があることが証明できること。

６
２０ｍｍ機関砲用演習弾薬包（バルカン）の
製造に係る契約

ア 27.10.1

２０ｍｍ機関砲用演習弾薬包（バルカン）の製造に必要とな
る武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定す
る経済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込み
があることが証明できること。

７ ２０ｍｍ曳光信号弾の製造に係る契約 ア 27.10.1

２０ｍｍ曳光信号弾の製造に必要となる武器等製造法（昭
和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明
できること。

８ ２０ｍｍ曳光弾の製造に係る契約 ア 27.10.1

２０ｍｍ曳光弾の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８
年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと。

９
２０ｍｍ機関砲用えい光演習弾薬包（バル
カン）の製造に係る契約

ア 27.10.1

２０ｍｍ機関砲用えい光演習弾薬包（バルカン）の製造に必
要となる武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に
規定する経済産業大臣の許可を受けていること又は受ける
見込みがあることが証明できること。

対象契約一覧表

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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１０
２０ｍｍ機関砲用基準弾薬の製造に係る契
約

ア 27.10.1

２０ｍｍ機関砲用基準弾薬の製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること。

１１ ２０ｍｍ空包の製造に係る契約 ア 27.10.1

２０ｍｍ空包の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８年
法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可を
受けていること又は受ける見込みがあることが証明できるこ
と。

１２
８６式２０ｍｍ機関砲用徹甲弾薬包の製造
に係る契約

ア 27.10.1

８６式２０ｍｍ機関砲用徹甲弾薬包の製造に必要となる武
器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経
済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあ
ることが証明できること。

１３ ９０式時限信管の製造に係る契約 ア 27.10.1

９０式時限信管の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８
年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと。

１４ ９０式信管の製造に係る契約 ア 27.10.1
９０式信管の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８年法
律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあることが証明できること。

１５ ９２式信管の製造に係る契約 ア 27.10.1
９２式信管の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８年法
律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあることが証明できること。

１６ ９８式信管の製造に係る契約 ア 27.10.1
９８式信管の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８年法
律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあることが証明できること。

１７ ０５式信管の製造に係る契約 ア 27.10.1
０５式信管の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８年法
律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあることが証明できること。

１８
潜水艦用信号弾（煙）改１の製造に係る契
約

ア 27.10.1

潜水艦用信号弾（煙）改１の製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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１９ 潜水艦用信号弾（光）の製造に係る契約 ア 27.10.1

潜水艦用信号弾（光）の製造に必要となる武器等製造法
（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証
明できること。

２０
潜水艦用信号弾（光煙）改１の製造に係る
契約

ア 27.10.1

潜水艦用信号弾（光煙）改１の製造に必要となる武器等製
造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業
大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあること
が証明できること。

２１
２５ｍｍえい光焼いりゅう弾、弾頭自爆信管
付の製造に係る契約

イ 27.10.1

２５ｍｍえい光焼いりゅう弾、弾頭自爆信管付の製造に必要
となるライセンス実施権をスイス連邦共和国ＲＷＭ　Ｓｃｈｗｅ
ｉｚ社から認められていること又は認められる見込みがあるこ
とが証明できること。

２２ ２５ｍｍ演習弾の製造に係る契約 イ 27.10.1
２５ｍｍ演習弾の製造に必要となるライセンス実施権をスイ
ス連邦共和国ＲＷＭ　Ｓｃｈｗｅｉｚ社から認められていること
又は認められる見込みがあることが証明できること。

２３ ３５ｍｍＧ、演習弾の製造に係る契約 イ 27.10.1
３５ｍｍＧ、演習弾の製造に必要となるライセンス実施権を
スイス連邦共和国ＲＷＭ　Ｓｃｈｗｅｉｚ社から認められている
こと又は認められる見込みがあることが証明できること。

２４

２５ 発煙黄りん手りゅう弾の製造に係る契約 ア 27.10.1

発煙黄りん手りゅう弾の製造に必要となる武器等製造法（昭
和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明
できること。

２６ 小型指向性散弾の製造に係る契約 ア 27.10.1

小型指向性散弾の製造に必要となる武器等製造法（昭和２
８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと。

２７ ９４式水際地雷１型の製造に係る契約 ア 27.10.1

９４式水際地雷１型の製造に必要となる武器等製造法（昭
和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明
できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665

削　　　　除
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２８
信号発煙照明筒エヤクラフトフロートライト２
形の製造に係る契約

ア 27.10.1

信号発煙照明筒エヤクラフトフロートライト２形の製造に必
要となる武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に
規定する経済産業大臣の許可を受けていること又は受ける
見込みがあることが証明できること。

２９
信号発煙筒エヤクラフトフロートシグナル改
の製造に係る契約

ア 27.10.1

信号発煙筒エヤクラフトフロートシグナル改の製造に必要と
なる武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定
する経済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込
みがあることが証明できること。

３０
信号筒（海上救難投下用）の製造に係る契
約

ア 27.10.1

信号筒（海上救難投下用）の製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること。

３１
信号発煙照明筒，マリンマーカの製造に係
る契約

ア 27.10.1

信号発煙照明筒，マリンマーカの製造に必要となる武器等
製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産
業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあるこ
とが証明できること。

３２ ２５ポンド訓練爆弾の製造に係る契約 ア 27.10.1

２５ポンド訓練爆弾の製造に必要となる武器等製造法（昭
和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明
できること。

３３ ５００ポンド訓練爆弾の製造に係る契約 ア 27.10.1

５００ポンド訓練爆弾の製造に必要となる武器等製造法（昭
和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明
できること。

３４

３５
演習対人障害システム用小型指向性散弾
の製造に係る契約

ア 27.10.1

演習対人障害システム用小型指向性散弾の製造に必要と
なる武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定
する経済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込
みがあることが証明できること。

３６ 演習小型指向性散弾の製造に係る契約 ア 27.10.1

演習小型指向性散弾の製造に必要となる武器等製造法
（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証
明できること。

削　　　　除

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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３７ ２０ｍｍ曳光自爆りゅう弾の製造に係る契約 ア 27.10.1

２０ｍｍ曳光自爆りゅう弾の製造に必要となる武器等製造法
（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証
明できること。

３８ ２０ｍｍ焼いりゅう弾の製造に係る契約 ア 27.10.1

２０ｍｍ焼いりゅう弾の製造に必要となる武器等製造法（昭
和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明
できること。

３９

４０ ０６式小銃てき弾の製造に係る契約 ア 28.1.18

０６式小銃てき弾の製造に必要となる武器等製造法（昭和２
８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと。

４１ ９０式信管（改）の製造に係る契約 ア 28.2.４

９０式信管（改）の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８
年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと。

４２ ２０ｍｍ機関砲用ＭＰ弾の製造に係る契約 イ 29.2.16
２０ｍｍ機関砲用ＭＰ弾の製造に必要となるライセンス実施
権をノルウェー王国Nammo Raufoss社から認められているこ
と又は認められる見込みがあることが証明できること。

４３
９４式演習水際地雷１型（水上投下用）の製
造に係る契約

ア 29.11.15

９４式演習水際地雷１型（水上投下用）の製造に必要となる
武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する
経済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みが
あることが証明できること。

４４ ２０ｍｍ普通弾の製造に係る契約 ア 30.1.15

２０ｍｍ普通弾の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８
年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと。

４５ ２０ｍｍ実弾の製造に係る契約 ア 30.1.15

２０ｍｍ実弾の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８年
法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可を
受けていること又は受ける見込みがあることが証明できるこ
と。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665

削　　　　除
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４６ 水中発音弾の製造に係る契約 ア 30.6.1

水中発音弾の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８年
法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可を
受けていること又は受ける見込みがあることが証明できるこ
と。

４７ ９２式信管のフォローアップに係る契約 ア 30.7.25

９２式信管のフォローアップに係る契約の製造に必要となる
武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する
経済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みが
あることが証明できること。

４８ 無線起爆装置の製造に係る契約 ア 1.6.3

無線起爆装置の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８
年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと。

４９ ９８式信管（改）の製造に係る契約 ア 2.1.14

９８式信管（改）の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８
年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと。

５０ ２０ｍｍＪＭ５５Ａ２普通弾の製造に係る契約 ア 2.1.14

２０ｍｍＪＭ５５Ａ２普通弾の製造に必要となる武器等製造法
（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証
明できること。

５１
水際障害処理装置（地雷原処理装置）処
理索の製造に係る契約

カ 2.6.15

水際障害処理装置（地雷原処理装置）の研究試作契約に
付随して実施が必要となる試作品の機能・性能確認に係る
部品の製造に必要となる技術又は設備等を有する事を証
明できること。

５２
８９式５．５６ｍｍ普通弾（Ｃ）、リンクの製造
に係る契約

イ 2.12.8

８９式５．５６ｍｍ普通弾（Ｃ）、リンクの製造に必要となるライ
センス実施権をベルギー国エフ・エヌ・エルスタール社から
認められていること又は認められる見込みがあることが証明
できること。

５３ ５．５６ｍｍＭ２７リンクの製造に係る契約 イ 2.12.8
５．５６ｍｍＭ２７リンクの製造に必要となるライセンス実施権
をベルギー国エフ・エヌ・エルスタール社から認められてい
ること又は認められる見込みがあることが証明できること。

５４ 信管Ｂ型の製造に係る契約 ア、カ 3.7.8

信管Ｂ型の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８年法
律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあることが証明できること及
び９２式信管のフォローアップの試作契約での成果を継承
し、当該調達に必要となる技術及び設備等を有する事を証
明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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５５
信管（９２式信管のフォローアップ）（試験
用）の製造に係る契約

ア 3.11.11

信管（９２式信管のフォローアップ）（試験用）の製造に必要
となる武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規
定する経済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見
込みがあることが証明できること。

５６ 無線式発火器(改）の製造に係る契約 ア 4.1.13

無線式発火器(改）の製造に必要となる武器等製造法（昭
和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明
できること。

５７
信号発煙筒，海上投下用，２型の製造に係
る契約

キ 4.7.15

信号発煙筒，海上投下用，２型の製造に必要となる武器等
製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産
業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあるこ
とが証明できること及び契約履行に必要となる信号発煙
筒，海上投下用，２形の製造図書（製造図面、組立図及び
作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用でき
ることが証明できること。

５８
８９式５．５６ｍｍ普通弾（Ｃ）の製造に係る
契約

キ 4.9.12

８９式５．５６ｍｍ普通弾（Ｃ）の製造に必要となる武器等製
造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業
大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあること
が証明できること及び契約履行に必要となる８９式５．５６ｍ
ｍ普通弾（Ｃ）の製造図書（製造図面、組立図及び作業標
準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが
証明できること。

５９
２　１／４号Ｃｏｍｐ・Ｃ－４爆破薬の製造に
係る契約

キ 5.7.4

２　１／４号Ｃｏｍｐ・Ｃ－４爆破薬の製造に必要となる火薬類
取締法（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあること及
び契約履行に必要となる２　１／４号Ｃｏｍｐ・Ｃ－４爆破薬の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

６０
６８式エヤクラフトフロートライト１型の製造に
係る契約

ア、キ 5.7.4

６８式エヤクラフトフロートライト１型の製造に必要となる武器
等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済
産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがある
こと及び契約履行に必要となる６８式エヤクラフトフロートラ
イト１型の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並び
に検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明で
きること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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６１ 照明筒，ちょう光，２型の製造に係る契約 ア、キ 5.7.4

照明筒，ちょう光，２型の製造に必要となる武器等製造法
（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあること及び
契約履行に必要となる照明筒，ちょう光，２型の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

６２
えい航標的用可視光フレアの製造に係る
契約

キ 5.7.4

えい航標的用可視光フレアの製造に必要となる火薬類取
締法（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあること及び
契約履行に必要となるえい航標的用可視光フレアの製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

６３ 信号弾，４０ｍｍの製造に係る契約 キ 5.7.4

信号弾，４０ｍｍの製造に必要となる火薬類取締法（昭和２
５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあること及び契約履行に必
要となる信号弾，４０ｍｍの製造図書（製造図面、組立図及
び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用で
きることが証明できること。

６４ ５．５６ｍｍＪ１空包の製造に係る契約 ア、キ 5.7.4

５．５６ｍｍＪ１空包の製造に必要となる武器等製造法（昭和
２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許
可を受けていること又は受ける見込みがあること及び契約
履行に必要となる５．５６ｍｍＪ１空包の製造図書（製造図
面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

６５ ５．５６ｍｍＪ１空包、リンクの製造に係る契約 ア、キ 5.7.4

５．５６ｍｍＪ１空包、リンクの製造に必要となる武器等製造法
（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあること及び
契約履行に必要となる５．５６ｍｍＪ１空包、リンクの製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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６６
Ｍ２耐水性導火線点火具の製造に係る契
約

キ 5.7.4

Ｍ２耐水性導火線点火具の製造に必要となる火薬類取締
法（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあること及び契
約履行に必要となるＭ２耐水性導火線点火具の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

６７ 信号筒，救難用の製造に係る契約 キ 5.7.6

信号筒，救難用の製造に必要となる火薬類取締法（昭和２
５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあること及び契約履行に必
要となる信号筒，救難用の製造図書（製造図面、組立図及
び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用で
きることが証明できること。

６８
信号照明弾，救難用，１７ｍｍの製造に係
る契約

キ 5.7.6

信号照明弾，救難用，１７ｍｍの製造に必要となる火薬類
取締法（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあること及
び契約履行に必要となる信号照明弾，救難用，１７ｍｍの
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

６９ 信号発煙筒，対空用の製造に係る契約 キ 5.7.6

信号発煙筒，対空用の製造に必要となる火薬類取締法（昭
和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を
受けていること又は受ける見込みがあること及び契約履行
に必要となる信号発煙筒，対空用の製造図書（製造図面、
組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）
を利用できることが証明できること。

７０ 信号発煙筒，ちょう煙の製造に係る契約 キ 5.7.6

信号発煙筒，ちょう煙の製造に必要となる火薬類取締法
（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許
可を受けていること又は受ける見込みがあること及び契約
履行に必要となる信号発煙筒，ちょう煙の製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所
有資料）を利用できることが証明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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７１
信号照明筒，地上用ちょう光の製造に係る
契約

キ 5.7.6

信号照明筒，地上用ちょう光の製造に必要となる火薬類取
締法（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあること及び
契約履行に必要となる信号照明筒，地上用ちょう光の製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

７２ 信号セット救難用改の製造に係る契約 キ 5.7.6

信号セット救難用改の製造に必要となる火薬類取締法（昭
和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を
受けていること又は受ける見込みがあること及び契約履行
に必要となる信号セット救難用改の製造図書（製造図面、
組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）
を利用できることが証明できること。

７３ 照明筒，1形の製造に係る契約 キ 5.7.6

照明筒，1形の製造に必要となる火薬類取締法（昭和２５年
法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を受けて
いること又は受ける見込みがあること及び契約履行に必要
となる照明筒，1形の製造図書（製造図面、組立図及び作
業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できる
ことが証明できること。

７４
エジェクターラック・カートリッジ（国産）の製
造に係る契約

キ 5.7.6

エジェクターラック・カートリッジ（国産）の製造に必要となる
火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経済
産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがある
こと及び契約履行に必要となるエジェクターラック・カート
リッジ（国産）の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準
並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証
明できること。

７５
インパルス・カートリッジ（ＪＡＲＤ４４６－１）の
製造に係る契約

キ 5.7.6

インパルス・カートリッジ（ＪＡＲＤ４４６－１）の製造に必要とな
る火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経
済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあ
ること及び契約履行に必要となるインパルス・カートリッジ（Ｊ
ＡＲＤ４４６－１）の製造図書（製造図面、組立図及び作業標
準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが
証明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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７６
インパルス・カートリッジ（ＪＡＲＤ８６３－１）の
製造に係る契約

キ 5.7.6

インパルス・カートリッジ（ＪＡＲＤ８６３－１）の製造に必要とな
る火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経
済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあ
ること及び契約履行に必要となるインパルス・カートリッジ（Ｊ
ＡＲＤ８６３－１）の製造図書（製造図面、組立図及び作業標
準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが
証明できること。

７７ ５．５６ｍｍＪ３高威力弾の製造に係る契約 ア、キ 5.7.6

５．５６ｍｍＪ３高威力弾の製造に必要となる武器等製造法
（昭和２８年法律第１４５号）第３条及び火薬類取締法（昭和
２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を受
けていること又は受ける見込みがあること及び契約履行に
必要となる５．５６ｍｍＪ３高威力弾の製造図書（製造図面、
組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）
を利用できることが証明できること。

７８ 水雷用電気雷管３型の製造に係る契約 キ 5.7.6

水雷用電気雷管３型の製造に必要となる火薬類取締法（昭
和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を
受けていること又は受ける見込みがあること及び契約履行
に必要となる水雷用電気雷管３型の製造図書（製造図面、
組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）
を利用できることが証明できること。

７９ １５式機雷の製造に係る契約 ア、キ 5.8.8

１５式機雷の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８年法
律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあることが証明できること及
び１５式機雷の契約履行に必要となるの製造図書（製造図
面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有
資料）を利用できることが証明できること。

８０ 遠隔発火装置の製造に係る契約 キ 5.8.8

遠隔発火装置の製造に必要となる火薬類取締法（昭和２５
年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあること及び契約履行に必
要となる遠隔発火装置の製造図書（製造図面、組立図及
び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用で
きることが証明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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８１ 掃海訓練用機雷の製造に係る契約 ア、キ 5.8.8

掃海訓練用機雷の製造に必要となる武器等製造法（昭和２
８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと及び掃海訓練用機雷の契約履行に必要となるの製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

８２
水中処分用時限発火装置の製造に係る契
約

ア、キ 5.8.8

水中処分用時限発火装置の製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること及び水中処分用時限発火装置の契約履行
に必要となるの製造図書（製造図面、組立図及び作業標準
並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証
明できること。

８３
１２．７ｍｍ不発弾処理用薬筒の製造に係
る契約

キ 5.8.8

１２．７ｍｍ不発弾処理用薬筒の製造に必要となる火薬類
取締法（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあること及
び契約履行に必要となる１２．７ｍｍ不発弾処理用薬筒の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

８４ キル用薬筒（Ｃ）の製造に係る契約 キ 5.8.8

キル用薬筒（Ｃ）の製造に必要となる火薬類取締法（昭和２
５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあること及び契約履行に必
要となるキル用薬筒（Ｃ）の製造図書（製造図面、組立図及
び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用で
きることが証明できること。

８５ ２１．５ｍｍけん銃信号弾の製造に係る契約 キ 5.8.8

２１．５ｍｍけん銃信号弾の製造に必要となる火薬類取締法
（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許
可を受けていること又は受ける見込みがあること及び契約
履行に必要となる２１．５ｍｍけん銃信号弾の製造図書（製
造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業
所有資料）を利用できることが証明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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８６ 照明筒，発射式の製造に係る契約 キ 5.8.8

照明筒，発射式の製造に必要となる火薬類取締法（昭和２
５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあること及び契約履行に必
要となる照明筒，発射式の製造図書（製造図面、組立図及
び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用で
きることが証明できること。

８７ 信号発煙筒，信管付の製造に係る契約 ア、キ 5.8.8

信号発煙筒，信管付の製造に必要となる武器等製造法（昭
和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明
できること及び信号発煙筒，信管付の契約履行に必要とな
るの製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検
査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できる
こと。

８８ 焼い筒，信管付の製造に係る契約 ア、キ 5.8.8

焼い筒，信管付の製造に必要となる武器等製造法（昭和２
８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと及び焼い筒，信管付の契約履行に必要となるの製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

８９ 発煙筒，信管付の製造に係る契約 ア、キ 5.8.8

発煙筒，信管付の製造に必要となる武器等製造法（昭和２
８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと及び発煙筒，信管付の契約履行に必要となるの製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

９０
５４口径５インチ砲用教練弾１型の製造に
係る契約

ア、キ 5.8.8

５４口径５インチ砲用教練弾１型の製造に必要となる武器等
製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産
業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあるこ
とが証明できること及び契約履行に必要となる５４口径５イン
チ砲用教練弾１型の製造図書（製造図面、組立図及び作
業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できる
ことが証明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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９１
５４口径５インチ砲用教練弾３型の製造に
係る契約

ア、キ 5.8.8

５４口径５インチ砲用教練弾３型の製造に必要となる武器等
製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産
業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあるこ
とが証明できること及び契約履行に必要となる５４口径５イン
チ砲用教練弾３型の製造図書（製造図面、組立図及び作
業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できる
ことが証明できること。

９２ 擬砲煙筒（赤）の製造に係る契約 キ 5.8.8

擬砲煙筒（赤）の製造に必要となる火薬類取締法（昭和２５
年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあること及び契約履行に必
要となる擬砲煙筒（赤）の製造図書（製造図面、組立図及
び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用で
きることが証明できること。

９３ 擬砲煙筒（白、黄）の製造に係る契約 キ 5.8.8

擬砲煙筒（白、黄）の製造に必要となる火薬類取締法（昭和
２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を受
けていること又は受ける見込みがあること及び契約履行に
必要となる擬砲煙筒（白、黄）の製造図書（製造図面、組立
図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利
用できることが証明できること。

９４ ５．５６ｍｍＪ２曳光弾の製造に係る契約 ア、キ 5.8.25

５．５６ｍｍＪ２曳光弾の製造に必要となる武器等製造法（昭
和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明
できること及び契約履行に必要となる５．５６ｍｍＪ２曳光弾
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査
要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できるこ
と。

９５ ７．６２ｍｍＪ１普通弾の製造に係る契約 ア、キ 5.8.25

７．６２ｍｍＪ１普通弾の製造に必要となる武器等製造法（昭
和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明
できること及び契約履行に必要となる７．６２ｍｍＪ１普通弾
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査
要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できるこ
と。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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９６
７．６２ｍｍＪ１普通弾、リンクの製造に係る契
約

ア、キ 5.8.25

７．６２ｍｍＪ１普通弾、リンクの製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること及び契約履行に必要となる７．６２ｍｍＪ１普
通弾、リンクの製造図書（製造図面、組立図及び作業標準
並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証
明できること。

９７ ９ｍｍＪ１普通弾の製造に係る契約 ア、キ 5.8.25

９ｍｍＪ１普通弾の製造に必要となる武器等製造法（昭和２８
年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと及び契約履行に必要となる９ｍｍＪ１普通弾の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

９８
１２．７ｍｍＪ１徹甲弾、リンクの製造に係る契
約

ア、キ 5.8.25

１２．７ｍｍＪ１徹甲弾、リンクの製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること及び契約履行に必要となる１２．７ｍｍＪ１徹
甲弾、リンクの製造図書（製造図面、組立図及び作業標準
並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証
明できること。

９９
１２．７ｍｍＪ１曳光弾、リンクの製造に係る契
約

ア、キ 5.8.25

１２．７ｍｍＪ１曳光弾、リンクの製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること及び契約履行に必要となる１２．７ｍｍＪ１曳
光弾、リンクの製造図書（製造図面、組立図及び作業標準
並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証
明できること。

１００ 処分用爆雷６形の製造に係る契約 ア、キ 5.8.25

処分用爆雷６形の製造に必要となる武器等製造法（昭和２
８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと及び契約履行に必要となる処分用爆雷６形の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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１０１ 処分用爆雷７形の製造に係る契約 ア、キ 5.8.25

処分用爆雷７形の製造に必要となる武器等製造法（昭和２
８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許可
を受けていること又は受ける見込みがあることが証明できる
こと及び契約履行に必要となる処分用爆雷７形の製造図書
（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企
業所有資料）を利用できることが証明できること。

１０２
処分具用係維索切断器４形の製造に係る
契約

キ 5.8.25

処分具用係維索切断器４形の製造に必要となる火薬類取
締法（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあること及び
契約履行に必要となる処分具用係維索切断器４形の製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

１０３ ８０式機雷用発火装置の製造に係る契約 ア、キ 5.8.25

８０式機雷用発火装置の製造に必要となる武器等製造法
（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証
明できること及び契約履行に必要となる８０式機雷用発火
装置の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに
検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明でき
ること。

１０４
MK５５/５２（Ｎ）機雷用発火装置の製造に
係る契約

ア、キ 5.8.25

MK５５/５２（Ｎ）機雷用発火装置の製造に必要となる武器
等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済
産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがある
ことが証明できること及び契約履行に必要となるMK５５/５２
（Ｎ）機雷用発火装置の製造図書（製造図面、組立図及び
作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用でき
ることが証明できること。

１０５
５４口径５インチ砲用教練薬きょうの製造に
係る契約

キ 5.9.1
５４口径５インチ砲用教練薬きょうの契約履行に必要となる
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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掲載
番号

該当する契約
随意契約に

よる理由
一覧表への

掲載日
新規参入の申し込みに必要となる要件

提出先
(問合わせ先）

対象契約一覧表

１０６
救命索投射機３形用投射薬包の製造に係
る契約

キ 5.9.1

救命索投射機３形用投射薬包の製造に必要となる火薬類
取締法（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあること及
び契約履行に必要となる救命索投射機３形用投射薬包の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

１０７
７２式型演習対戦車地雷（A）の製造に係る
契約

キ 5.9.1
７２式型演習対戦車地雷（A）の契約履行に必要となる製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

１０８ ９２式型演習対戦車地雷の製造に係る契約 キ 5.9.1
９２式型演習対戦車地雷の契約履行に必要となる製造図
書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の
企業所有資料）を利用できることが証明できること。

１０９ 発煙筒，１形の製造に係る契約 キ 5.9.1

発煙筒，１形の製造に必要となる火薬類取締法（昭和２５年
法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を受けて
いること又は受ける見込みがあること及び契約履行に必要
となる発煙筒，１形の製造図書（製造図面、組立図及び作
業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できる
ことが証明できること。

１１０
７６式５４口径５ｉｎ砲対空弾の製造に係る契
約

ア、キ 5.9.1

７６式５４口径５ｉｎ砲対空弾の製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること及び契約履行に必要となる７６式５４口径５ｉｎ
砲対空弾の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並
びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明
できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665



18/23

掲載
番号

該当する契約
随意契約に

よる理由
一覧表への

掲載日
新規参入の申し込みに必要となる要件

提出先
(問合わせ先）

対象契約一覧表

１１１
８０式５４口径５ｉｎ砲演習弾の製造に係る契
約

ア、キ 5.9.1

８０式５４口径５ｉｎ砲演習弾の製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること及び契約履行に必要となる８０式５４口径５ｉｎ
砲演習弾の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並
びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明
できること。

１１２
８０式５４口径５ｉｎ砲演習弾（平頭）の製造に
係る契約

ア、キ 5.9.1

８０式５４口径５ｉｎ砲演習弾（平頭）の製造に必要となる武器
等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済
産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがある
ことが証明できること及び契約履行に必要となる８０式５４口
径５ｉｎ砲演習弾（平頭）の製造図書（製造図面、組立図及
び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用で
きることが証明できること。

１１３
８１式６２口径７６ｍｍ砲演習弾薬包の製造
に係る契約

ア、キ 5.9.1

８１式６２口径７６ｍｍ砲演習弾薬包の製造に必要となる武
器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経
済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあ
ることが証明できること及び契約履行に必要となる８１式６２
口径７６ｍｍ砲演習弾薬包の製造図書（製造図面、組立図
及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用
できることが証明できること。

１１４
５インチ砲用装薬包Ｄ３２６の製造に係る契
約

ア、キ 5.9.1

５インチ砲用装薬包Ｄ３２６の製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること及び契約履行に必要となる５インチ砲用装
薬包Ｄ３２６の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準
並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証
明できること。

１１５
７．６２ｍｍＪ２曳光弾、リンクの製造に係る契
約

ア、キ 5.9.26

７．６２ｍｍＪ２曳光弾、リンクの製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること及び契約履行に必要となる７．６２ｍｍＪ２曳
光弾、リンクの製造図書（製造図面、組立図及び作業標準
並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証
明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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掲載
番号

該当する契約
随意契約に

よる理由
一覧表への

掲載日
新規参入の申し込みに必要となる要件

提出先
(問合わせ先）

対象契約一覧表

１１６
１２．７ｍｍＪ１普通弾、リンクの製造に係る契
約

ア、キ 5.9.26

１２．７ｍｍＪ１普通弾、リンクの製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること及び契約履行に必要となる１２．７ｍｍＪ１普
通弾、リンクの製造図書（製造図面、組立図及び作業標準
並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証
明できること。

１１７
９４式演習水際地雷２型（水上投下用）の製
造に係る契約

ア、キ 5.9.26

９４式演習水際地雷２型（水上投下用）の製造に必要となる
武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する
経済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みが
あることが証明できること及び契約履行に必要となる９４式
演習水際地雷２型（水上投下用）の製造図書（製造図面、
組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）
を利用できることが証明できること。

１１８ 携帯障害処理器材の製造に係る契約 ア、キ 5.9.26

携帯障害処理器材の製造に必要となる武器等製造法（昭
和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明
できること及び契約履行に必要となる携帯障害処理器材の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

１１９
７０式地雷原爆破装置（人員用）（可変型）
の製造に係る契約

ア、キ 5.9.26

７０式地雷原爆破装置（人員用）（可変型）の製造に必要と
なる武器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定
する経済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込
みがあることが証明できること及び契約履行に必要となる７
０式地雷原爆破装置（人員用）（可変型）の製造図書（製造
図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等の企業所
有資料）を利用できることが証明できること。

１２０
米国Combined　Systems社製の散弾銃用
弾薬（蝶番破壊弾）に係る契約

ウ 5.10.6
散弾銃用弾薬（蝶番破壊弾）の販売に必要となる輸入販売
代理権を米国Combined　Systems社から認められていること
又は認められる見込みがあることが証明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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掲載
番号

該当する契約
随意契約に

よる理由
一覧表への

掲載日
新規参入の申し込みに必要となる要件

提出先
(問合わせ先）

対象契約一覧表

１２１
米国Combined　Systems社製の散弾銃用
弾薬（ガス演習弾）に係る契約

ウ 5.10.6
散弾銃用弾薬（ガス演習弾）の販売に必要となる輸入販売
代理権を米国Combined　Systems社から認められていること
又は認められる見込みがあることが証明できること。

１２２
１２．７ｍｍJ１曳光弾、紙箱入の製造に係る
契約

ア、キ 5.10.6

１２．７ｍｍJ１曳光弾、紙箱入の製造に必要となる武器等製
造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業
大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあること
が証明できること及び契約履行に必要となる１２．７ｍｍJ１
曳光弾、紙箱入の製造図書（製造図面、組立図及び作業
標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できること
が証明できること。

１２３
えい航標的用赤外線フレアの製造に係る
契約

キ 5.10.6

えい航標的用赤外線フレアの製造に必要となる火薬類取
締法（昭和２５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあること及び
契約履行に必要となるえい航標的用赤外線フレアの製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

１２４
５．５６ｍｍフランジブル弾の製造に係る契
約

ア、キ 5.10.6

５．５６ｍｍフランジブル弾の製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること及び契約履行に必要となる５．５６ｍｍフラン
ジブル弾の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並
びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明
できること。

１２５ ７．６２ｍｍ狭搾弾、リンクの製造に係る契約 ア、キ 5.10.6

７．６２ｍｍ狭搾弾、リンクの製造に必要となる武器等製造法
（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証
明できること及び契約履行に必要となる７．６２ｍｍ狭搾弾、
リンクの製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに
検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明でき
ること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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１２６ ９ｍｍフランジブル弾の製造に係る契約 ア、キ 5.10.6

９ｍｍフランジブル弾の製造に必要となる武器等製造法（昭
和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明
できること及び契約履行に必要となる９ｍｍフランジブル弾
の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査
要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できるこ
と。

１２７
１５５ｍｍＨ、Ｍ１０７りゅう弾の製造に係る契
約

ア、キ 5.10.13

１５５ｍｍＨ、Ｍ１０７りゅう弾の製造に必要となる武器等製造
法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大
臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが
証明できること及び契約履行に必要となる１５５ｍｍＨ、Ｍ１
０７りゅう弾の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並
びに検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明
できること。

１２８ ０６式演習小銃てき弾の製造に係る契約 ア、キ 5.10.13

０６式演習小銃てき弾の製造に必要となる武器等製造法
（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証
明できること及び契約履行に必要となる０６式演習小銃てき
弾の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検
査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できる
こと。

１２９ １０５ｍｍＧ、Ｊ１演習弾の製造に係る契約 ア、キ 5.10.13

１０５ｍｍＧ、Ｊ１演習弾の製造に必要となる武器等製造法
（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証
明できること及び契約履行に必要となる１０５ｍｍＧ、Ｊ１演習
弾の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検
査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明できる
こと。

１３０ ９６式４０ｍｍ演習てき弾の製造に係る契約 ア、キ 5.10.13

９６式４０ｍｍ演習てき弾の製造に必要となる武器等製造法
（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣
の許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証
明できること及び契約履行に必要となる９６式４０ｍｍ演習て
き弾の製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに
検査要領等の企業所有資料）を利用できることが証明でき
ること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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提出先
(問合わせ先）

対象契約一覧表

１３１
９２式地雷原処理用ロケット弾の製造に係る
契約

ア、キ 5.10.18

９２式地雷原処理用ロケット弾の製造に必要となる武器等
製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産
業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあるこ
とが証明できること及び契約履行に必要となる９２式地雷原
処理用ロケット弾の製造図書（製造図面、組立図及び作業
標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できること
が証明できること。

１３２ １２．７ｍｍＪ１空包の製造に係る契約 ア、キ 5.10.27

１２．７ｍｍＪ１空包の製造に必要となる武器等製造法（昭和
２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許
可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明でき
ること及び契約履行に必要となる１２．７ｍｍＪ１空包の製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

１３３
９１式１０５ｍｍ多目的対戦車りゅう弾の製造
に係る契約

ア、キ 5.11.2

９１式１０５ｍｍ多目的対戦車りゅう弾の製造に必要となる武
器等製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経
済産業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあ
ることが証明できること及び契約履行に必要となる９１式１０
５ｍｍ多目的対戦車りゅう弾の製造図書（製造図面、組立
図及び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利
用できることが証明できること。

１３４ Ｍ８２Ｊ撃発火管の製造に係る契約 キ 5.11.2

Ｍ８２Ｊ撃発火管の製造に必要となる火薬類取締法（昭和２
５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあること及び契約履行に必
要となるＭ８２Ｊ撃発火管の製造図書（製造図面、組立図及
び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用で
きることが証明できること。

１３５ Ｍ５５７Ｊ弾頭信管の製造に係る契約 ア、キ 5.11.10

Ｍ５５７Ｊ弾頭信管の製造に必要となる武器等製造法（昭和
２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の許
可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明でき
ること及び契約履行に必要となるＭ５５７Ｊ弾頭信管の製造
図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要領等
の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665
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１３６ 標的機用フレアの製造に係る契約 キ 5.12.4

標的機用フレアの製造に必要となる火薬類取締法（昭和２
５年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあること及び契約履行に必
要となる標的機用フレアの製造図書（製造図面、組立図及
び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用で
きることが証明できること。

１３７ １０５ｍｍＧ、試験弾の製造に係る契約 ア、キ 5.12.4

１０５ｍｍＧ、試験弾の製造に必要となる武器等製造法（昭
和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産業大臣の
許可を受けていること又は受ける見込みがあることが証明
できること及び契約履行に必要となる１０５ｍｍＧ、試験弾の
製造図書（製造図面、組立図及び作業標準並びに検査要
領等の企業所有資料）を利用できることが証明できること。

１３８
Ｍ２０５Ａ２演習手りゅう弾信管の製造に係
る契約

ア、キ 5.12.

Ｍ２０５Ａ２演習手りゅう弾信管の製造に必要となる武器等
製造法（昭和２８年法律第１４５号）第３条に規定する経済産
業大臣の許可を受けていること又は受ける見込みがあるこ
とが証明できること及び契約履行に必要となるＭ２０５Ａ２演
習手りゅう弾信管の製造図書（製造図面、組立図及び作業
標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用できること
が証明できること。

１３９ 制限索切断器の製造に係る契約 キ 6.2.5

制限索切断器の製造に必要となる火薬類取締法（昭和２５
年法律第１４９号）に規定する経済産業大臣の許可を受け
ていること又は受ける見込みがあること及び契約履行に必
要となる制限索切断器の製造図書（製造図面、組立図及
び作業標準並びに検査要領等の企業所有資料）を利用で
きることが証明できること。

・提出先
　防衛装備庁
　弾火薬室
　調達第３班
・問合わせ先
　03（3268）3111
　内線：35665


